
入園の要件

教育・保育時間
〔休園日〕

保育料

保護者等が家庭で保育できないこと
例　午前８時～午後４時（短時間）　
　　午前７時～午後６時（標準時間）
　　〔日曜日、祝日、年末年始〕

保育園部保育料

－
保育園部 幼稚園部

例　午前８時30分～午後２時
土曜日、日曜日、祝日〔　夏季・冬季・春季休園　〕
幼稚園部保育料

生年月日が昭和19年４月１日以前の方
生年月日が昭和19年４月２日以降の方
生年月日にかかわらず一定以上の所得がある方

自己負担割合
1割
2割
3割

ア

イ

ウ

エ

オ

（901万円超） 

（600万円超901万円以下）

（210万円超600万円以下）

（210万円以下）

住民税非課税世帯

３回目までの限度額

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％

  80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

57,600円

35,400円

自己負担限度額

現役並み所得者（※2）

一　般

低所得Ⅱ（※3）

低所得Ⅰ（※4）

外来＋入院（世帯単位）

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

外来（個人単位）

44,400円

12,000円

  8,000円

  8,000円

自己負担限度額

44,400円

24,600円

15,000円

所得区分

所得区分
（基礎控除後の所得） ４回目以降の限度額（※1）

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円

24,600円

４回目以降の限度額（※1）

44,400円

国保だより

　国民健康保険では、加入者の年齢や世帯の所得に
応じて１ヵ月の医療費の自己負担限度額が決まって
います（下表のとおり）。
　事前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負
担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に提
示すると、医療機関等の窓口での支払いが自己負担
限度額までとなります（食事代や部屋代は含みませ
ん）。有効期限が平成28年７月31日の認定証をお持
ちの方は更新手続きをしてください。
　なお、これらの認定証の手続きをしていない場合
や、医療機関等で提示しなかった場合は、高額療養
費の申請により医療費の還付を受けることができま
す。

■問合せ
　保険医療課保険担当（市役所内線253・254）

■１ヵ月の自己負担限度額（年齢および所得別）
　【70歳未満の方】

　【70歳～ 74歳の方】

　８月１日から有効の新しい高齢受給者証をお
送りしました。医療機関で受診する際には、保
険証と一緒に高齢受給者証を提示してください。

■窓口での負担割合

　
　新しい高齢受給者証の有効期限は、平成29
年７月31日（ただし、平成28年８月１日から
平成29年７月31日までに75歳になる方の有効
期限は誕生日の前日まで）です。

■対象者
①70歳未満の国民健康保険加入者で国民健康保険
税の滞納がない方
②70歳～74歳の国民健康保険加入者で、低所得者
Ⅰ・Ⅱの方
※福祉医療皆受給者証をお持ちの方も申請が必要です。
■申請に必要なもの
①国民健康保険証
②印鑑
③世帯主および対象者の個人番号確認書類（通知カ
　ード、マイナンバーカード（個人番号カード）など）
④本人確認書類（運転免許証など）
■留意事項
①「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額
減額認定証」は申請月の初日から有効です。
②所得区分が「オ」「低所得者Ⅰ」「低所得Ⅱ」の方
には、事前の申請により、入院時の食事代が減額
される「限度額適用･標準負担額減額認定証」を
交付します。非自発的失業者として国民健康保険
税の軽減を受けている方も食事代が減額できる場
合があります。
③所得区分を判定するために、同じ世帯の国民健康
保険加入者全員の所得申告が必要です。

８月１日は限度額適用認定証等と
高齢受給者証の更新日です

国民健康保険加入の皆さんへ
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（※１）時間は一例で、実際の時間は園によって異なります。
（※２）教育・保育時間は就労等の時間数によって、月48時間以上で短時間、月120時間以上で
　　　　標準時間の保育が認定されます。

6広報にしわき　平成28年8月号広報にしわき　平成28年8月号7

　国民健康保険加入の 70～74歳の方へ
　高齢受給者証を送付しました

（※1）過去12カ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上
あった場合の４回目以降の限度額

（※2）同じ世帯に70歳～74歳で住民税課税所得が145万円以上
の国民健康保険加入者がいる方。ただし、一定の条件を満たす
場合、所得区分が「一般」になることがあります。

（※3）世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の世
帯の方

（※4）※3の条件に加えて、各所得（公的年金等控除額は80万円
として計算）が0円の方

限度額適用認定証等の申請・更新について

重春幼稚園　5歳児料理作り
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